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嘱託社員とは
嘱託社員とは、有期雇⽤契約を結んだ⾮正規社員です。法律上の定義はなく、定年退職後の再雇⽤や特定業務の期間限定雇⽤などを指します。

雇⽤形態
嘱託社員は有期契約（正社員は無期契約）で、契約満了時に雇⽌め可能です。通算5年を超えると労契法18条により無期転換権が発⽣します。

労働条件
賃⾦は正社員より低めですが、同⼀労働同⼀賃⾦の原則により不合理な待遇差は禁⽌されています。労働時間は短めで福利厚⽣も限定されますが、嘱託社員に
も有給休暇（労基法39条）など基本的権利が付与されます。

社会保険の適⽤
嘱託社員は以下の条件を満たすことで、健康保険‧厚⽣年⾦に加⼊できます。

雇⽤保険は週20時間以上かつ31⽇以上の雇⽤⾒込みがある場合、全労働者が対象となります。

無期転換ルールの適⽤
嘱託社員は無期転換ルールの適⽤対象ですが、定年後の再雇⽤での嘱託社員には適⽤されないという特例があります。

1 70歳未満（厚⽣年⾦）または75歳未満（健康保険）である 2 1⽇⼜は1週間の労働時間または1ヶ⽉の労働⽇数が正社員の3/4以上である


